
セミナーの前に。 
沖縄県技術士会主催 
シンポジウムの紹介。 
 
・来週６月５日（水） 
・１３：００開場 
・入場無料 
・パシフィックホテル沖縄２Ｆ 
・ＣＰＤ３．５ 



技術士を目指して 

沖縄県技術士会 

川間重一 
技術士（建設部門-鋼構造及びコンクリート） 
技術士（総合技術監理部門） 

高良茂宏 
技術士（建設部門-道路） 



本セミナーの内容 
【午前】 
○技術士とは何だろう？ 
○試験制度 
○一次試験の内容と対策 
【午後】 
○二次試験の内容と対策 
○記述式試験対策 
○演習 



技術士とは？ 

 科学技術に関する高等の専門的応用能
力を必要とする事項についての計画、研
究、設計、分析、試験、評価またはこれら
に関する指導の業務を行う者をいう。 

【法第２条第１項】 



技術士制度 

科学技術に関する技術的専門知識と
高等の応用能力及び豊富な実務経験
を有し、公益を確保するため、高い技
術者倫理を備えた、優れた技術者の
育成 
 

文部科学省所管の資格認定制度 



技術士制度 

科学技術に関する技術的専門知識と
高等の応用能力及び豊富な実務経験
を有し、公益を確保するため、高い技
術者倫理を備えた、優れた技術者の
育成 
 

文部科学省所管の資格認定制度 



技術士は、 

・技術士第二次試験に合格し、法定の登
録を受けていること。 
・ 業務を行う際に技術士の名称を用いる
こと。 
・ 業務の内容は、自然科学に関する高度
の技術上のものであること。 
・ 業務を行うこと、即ち継続反覆して仕事
に従事すること。 



技術士の特典 

技術士の名称独占 
〔法第５７条第１ 項 名称の使用の制限〕 

 技術士でないものは、「技術士」又はこ
れに類似する名称を使用してはいけない。 

もし、「技術士」でない人が技術士を名
乗って、仕事をしちゃうと、 



技術士の特典 
罰則〔法第６２条第３ 項〕 

 技術士でない者が技術士又はこれに類
似する名称を使用すると、３０万円以下の
罰金に処せられる。 

適格者のみに技術士の名称を用いること
を認める反面、技術士でない者にはその
名称の使用を厳に禁止。技術士制度に対
する社会の関心と認識を高めようとするも
の。 



技術士の特典 

 医者や弁護士のように、業務特権は認
められていない。資格のないエンジニアも
立派な仕事ができる。 
 

 技術士は、国家認定された高度の技術
者として、国の諸制度において有資格者と
認められ、あるいは資格試験の一部又は
全部を免除される。 



技術士の特典 
有資格者として認められているもの 
① 建設業法の一般建設業及び特定建設業に
おける営業所の専任技術者 
② 建設コンサルタント又は地質調査業者とし
て登録する専任の技術管理者 
③ 公共下水道又は流域下水道の設計又は工
事の監督監理を行う者 
④ 鉄道事業法の鉄道事業における設計管理
者 



有資格者として認められているもの 



技術士の特典 
資格試験の一部又は全部を免除 
① 廃棄物処理施設技術管理者 
② 労働安全・衛生コンサルタント 
③ 作業環境測定士 
④ 一級施工管理技士（土木、電気工事、管工
事、造園） 
⑤ 土地区画整理士 
⑥ 弁理士 
⑦ 消防設備士 
⑧ 気象予報士 



資格試験の一部又は全部を免除 



技術士の特典は、すばらしい。 

守るべき法律。 
維持する応用能力。 
新しい技術を学んでいく姿勢。 
備えておくべき倫理観。 

これらが土台となって技術士 



技術士及び技術士補の義務 

信用失墜行為の禁止〔法第４４条〕 

 技術士又は技術士補は、技術士若しくは技
術士補の信用を傷つけ、又は技術士及び技術
士補全体の不名誉となるような行為をしてはな
りません。 

ある一人の技術士が「悪さ」する
と、全ての技術士の地位や信頼
性が損なわれる。 



技術士及び技術士補の義務 

技術士等の秘密保持義務〔法第４５条〕 

 技術士又は技術士補は、正当の理由がなく、
その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は
盗用してはなりません。技術士又は技術士補
でなくなった後においても同様です。 
 

この違反に対しては１年以下の懲役又は５０万
円以下の罰金に処されます。 



技術士及び技術士補の義務 

技術士等の公益確保の責務〔法第４５条の２ 〕 

 技術士及び技術士補は、その業務を行うに
当たっては、公共の安全、環境の保全その他
の公益を害することのないよう努めなければな
りません。 

・会社の利益を優先させるか？ 
・公衆の安全を優先させるか？ 



技術士等の公益確保の責務 

公共の安全、環境の保全等を害する
ことがないように努める。 
 
だから、技術者倫理の徹底。 

自分たちの仕事がどのような影響を及
ぼすか常に考えることが必要。 



技術士及び技術士補の義務 

技術士の名称表示の場合の義務〔法第４６条〕 

技術士は、その業務に関して技術士の名称を
表示するときは、その登録を受けた技術部門
を明示してするものとし、登録を受けていない
技術部門を表示してはなりません。 



技術士及び技術士補の義務 

技術士補の業務の制限等〔法第４７条〕 

 技術士補は、法に規定する業務について技
術士を補助する場合を除くほか、技術士補の
名称を表示して当該業務を行ってはなりません。
法第４６条の規定は、技術士補の名称表示に
ついても準用します。 



技術士及び技術士補の義務 

技術士の資質向上の責務〔法第４７条の２ 〕 

技術士は、常に、その業務に関して有する知
識及び技能の水準を向上させ、その他その資
質の向上を図るよう努めなければなりません。 

技術は日進月歩。 
「昨日までの新技術」は、 
「今日から常識」になっている。 
専門の動向を常に意識すること。 



論文作成、学会発表など 



技術士及び技術士補の義務 

義務違反に対しては、秘密保持義務違反に対
しては１年以下の懲役又は５０万円以下の罰
金。〔法第４５条〕 
 

行政処分として、技術士又は技術士補の登録
の取消し又は２年以内の技術士、若しくは技術
士補の名称の使用停止の処分を受けます。
〔法第３６条第２項〕 



技術士及び技術士補の義務 

 技術士がその業務を行うに際して、法律上技
術士の業務に対する報酬は、公正かつ妥当な
ものでなければならない。〔法第５６条〕 
 

 技術に対する評価が確立しているとは言い
がたい日本社会において、技術士の知識・能
力が正当に評価されることを求めたもの。 

 一方、技術士が業務に対して、法外な報酬を
請求して社会的な信用を失うことのないよう求
めたもの。 



沖縄県の技術士 
○沖縄県技術士会には１６２名が登録。 
○所属していない技術士も多数。 
 
○沖縄県、沖縄総合事務局、市町村 
○地元コンサルタント 
○沖縄で工事をしているゼネコン 
 
○過去に名義貸しが問題となった。 
○沖縄県に特有の課題は山積。 

○よりよい社会資本の充実のため、もっと技術
士を増やす必要がある。 


